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 あなた（又はあなたの家族）が利用しようと考えている訪問介護･介護予防訪問介護につ

いて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。 

わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 

 

１１１１．．．．事業者事業者事業者事業者 

    （１）法人名    一般社団法人 波之上会 

    （２）代表者氏名   波江野 満 

    （３）法人所在地   〒８９３－００５５ 

                           鹿児島県鹿屋市野里町２４８６番地 

    （４）電話番号       ０９９４－３６－６０００ 

 

２２２２．．．．事業所事業所事業所事業所のののの概要概要概要概要  

     (１)事業所の種類  指定通所介護 平成２４年４月１日  鹿児島県指定 

                        介護保険事業所番号 第４６７０３０１８８８号 

     (２)事業所の名称  風の舞介護センター 

(３)事業所の所在地 〒８９３－００５５ 

                            鹿児島県鹿屋市野里町２４８６番地 

  (４)電話番号        ０９９４－３６－６０００ 

(５)施設長     波江野  満 

     (６)業務管理者      立本 香理 

(７)通常の事業実施地域  鹿屋市、垂水市、東串良町、錦江町、及び肝付町 

 

３３３３．．．．事業事業事業事業のののの目的及目的及目的及目的及びびびび運営方針運営方針運営方針運営方針 

    ＜＜＜＜事業事業事業事業のののの目的目的目的目的＞＞＞＞ 
    風の舞介護センターが行う訪問介護の適正な運営を確保するために人員及び管理運

営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は、訪問介護員研修の終了者が要介護

状態又は要支援状態にある高齢者に対し適正な訪問介護を提供することを目的とする。 

 

      ＜＜＜＜運営方針運営方針運営方針運営方針＞＞＞＞ 

 事業所の訪問介護員等は要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことが出来るよう入浴・排泄・食事の介護その他の生活全

般にわたる援助を行います。 

 

４４４４．．．．サービスサービスサービスサービス提供可能提供可能提供可能提供可能なななな日日日日とととと時間帯及時間帯及時間帯及時間帯及びびびび利用定員利用定員利用定員利用定員 

営業日 日曜日から土曜日まで （３６５日体制）とする 

営業時間  ００：００～２４：００（２４時間体制）とする 



 3

５５５５．．．．事業所窓口事業所窓口事業所窓口事業所窓口のののの営業日及営業日及営業日及営業日及びびびび営業時間営業時間営業時間営業時間 

営業日  月曜日～土曜日   但し、１２月２９日～１月２日は休業日 

営業時間  ８：３０～１７：３０ 

 

６６６６．．．．事業所事業所事業所事業所のののの職員体制職員体制職員体制職員体制    

事業所の管理者   立本 香理 

 

職  種 職 務 内 容 人員数 

 業務管理者  事業所の従事者の管理、指導教育及び相談に当たる １名 

 介護職員  訪問介護の提供に当たる １１名 

 事務職員  その他 必要な事務を行う １名 

 

７７７７．．．．提供提供提供提供するサするサするサするサービスのービスのービスのービスの内容内容内容内容とととと料金料金料金料金およびおよびおよびおよび利用料利用料利用料利用料についてについてについてについて 

（（（（１１１１））））提供提供提供提供するサービスのするサービスのするサービスのするサービスの内容内容内容内容についてについてについてについて    

  種 類 内 容 ・ 手 順 

身

体

介

護

 

食事介助 食事の準備・食事介助・後片づけ等 

入浴介助 入浴準備・入浴介助・後片づけ等 

排泄介助 トイレ誘導・おむつ交換等 

清  拭 身体清拭等 

生

活

援

助

 

買い物 金額確認・買い物代行・物品確認等 

掃  除 室内清掃・整理・布団干し等 

洗  濯 洗濯・洗濯物干し・取り入れ等 

食事介助 メニュー検討・炊事・後片づけ等 

そ

の

他

 

相 談 介護・援助内容相談・生活相談等 

    

（（（（２２２２））））提供提供提供提供するサービスのするサービスのするサービスのするサービスの料金料金料金料金とそのとそのとそのとその利用料利用料利用料利用料についてについてについてについて 

①訪問介護サービス利用料 

区分 20分未満 

20分以上 

30分未満 

30分以上 

1時間未満 

1時間以上 

1時間30分以上 

（30分増すごとに） 

身体介護 170円 254円 402円 584円 83円追加 

身体介護20分未満は、算定要件と体制要件が実施条件であり、原状では算定不可である。 
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区分  

20分以上 

45分未満 

45分以上   

生活援助  190円 235円   

 

区分 20 分以上 45 分以上 70 分以上  25 分増す 

身体介護 

に続き 

生活援助 

70 円 140 円 210 円  

70 円 

 

 

②介護予防訪問介護サービス利用料 

項  目 通常の利用料金 

契約期間が１ヶ月に満たない

場合 

週１回程度の利用 1,220 円／月 40 円／日 

週２回程度の利用 2,440 円／月 81 円／日 

週２回以上の利用 3,870 円／月 129 円／日 

 

③特定事業所加算 

 当事業所が、以下の条件に合致する場合、加算致します。 

項  目 加算割合 条  件 

特定事業所加算Ⅰ 20% 体制要件、人材要件、重度対応要件の何れにも適合する場合 

特定事業所加算Ⅱ 10% 体制要件、人材要件に適合する場合 

特定事業所加算Ⅲ 10% 体制要件、重度対応要件に適合する場合 

 

算定要件 

〈体制要件〉 

1. 事業所ヘルパーに対して計画的に研修を実施 

2. サービス提供責任者が、ヘルパーに対しサービス提供前に文書等確実な方法により

利用者に関する情報等の伝達を行うと共に事後に報告を受けていること。 

3. 全ての訪問介護員等に健康診断を定期的に実施 

4. 緊急事における対応方法の明示 

〈人材要件〉 

1. 事業所の訪問介護員について介護福祉士の割合が30％以上または、１級課程修了者

の割合が50％以上 

2. サービス提供責任者について、３年以上の経験を有する介護福祉士または５年以上

の経験を有する１級課程修了者、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程である。 
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〈重度要介護者等対応要件〉 

当該事業所の訪問介護サービス利用者のうち要介護４又は５及び日常生活自立度のラ

ンク３以上の利用者の割合が２０％以上 

たんの吸引等が必要な者を新たに加える 

〈同一建物に対する減算〉 

1. 所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定する。 

2. 同一建物の事業者が同一建物の利用者にサービスを提供した場合。 

〈介護職員試郡改善加算Ⅰ〉 

 所定単位数にサービス別加算率（4，0％）を乗じた単位数で算定 

訪問介護サービスに関する注意事項 

☆ 「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施する為に国で定められた標準的な

所要時間です。  

☆ 上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に

基づき決定されたサービス内容をおこなう為に標準的に必要となる時間に基づいて介護

給付体系により計算されます。 

☆ 平常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、次

の割合で利用料金に割増賃金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範

囲内であれば、介護保険給付の対象となります。 

 ◎夜間（午後６時から午後１０時まで） 25％ 

 ◎早朝（午前６時から午前８時まで）  25％ 

 ◎深夜（午後１０時から午前６時まで） 50％ 

 

☆ 訪問介護養成研修３級課程（ヘルパー３級）修了者による身体介護サービスについて

は、表の利用料金の5％が割り引かれます。 

☆ ２人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合＊は、ご契約者の同意を得

た上で、通常の利用料金の２倍の額を頂きます。 

 ＊２人の訪問介護員でサービスを行う場合（例） 

  体重の重い方に対する入浴介助の重介護サービスを行う場合 

  暴力行為などが見られる方へサービスをおこなう場合 

☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいっ

たんお支払い頂きます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が

介護保険から払い戻されます（償還払い）また、居宅サービス計画が作成されていない

場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うた

めに必要となる事項を記載した「サービス提供証明」を交付します。 
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☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負

担額を変更します。 

 

※ 上記の料金表によって、利用者の要介護度に応じたサービス料金の１割が利用料とな

っておりますが、利用者負担の軽減などの措置を受ける場合は、その額によります。 

 

８８８８．．．．そのそのそのその他他他他のののの費用費用費用費用についてについてについてについて 

    ① その他 

        サービスの実施に必要な利用者宅の水道光熱費、電話等の費用は利用者様の負担と

なります。     

９９９９．．．．利用料利用料利用料利用料、、、、そのそのそのその他他他他のののの費用費用費用費用のののの請求請求請求請求およびおよびおよびおよび支払方法支払方法支払方法支払方法についてについてについてについて 

① 利用料、その他の費用の請求 

○ 利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額

により請求いたします。 

○ 請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月の１０日迄に利用者宛にお届けし

ます。 

    ② 利用料、その他の費用の支払い 

         ○ サービスの提供の都度お渡しする利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の2

7日までに、下記のいずれかの方法によりお支払ください。 

        （ア） 事業者指定口座への振込  

                  （イ） 現金支払い 

        ○ お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、必ず保管をお

願いします。 

※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払の期日から２月以上遅延し、さらに

支払いの督促から１４日以内にお支払いがない場合には、契約を解約した上で、未払い

分をお支払いいただくことになります。 

 

１０１０１０１０．．．．サービスサービスサービスサービス提供記録提供記録提供記録提供記録についてについてについてについて 

    ① 提供したサービスについては、その都度「サービス提供記録」に記録し、その控え

を利用者に交付します。 
    ② また、この記録は５年間保存することともに、ご利用者または家族の求めに応じて

開示し、必要な場合に複写物を交付します。 

 

１１１１１１１１．．．．秘密秘密秘密秘密のののの保持保持保持保持とととと個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護についてについてについてについて    

①  利用者及びその家族に関する秘密の保持について 
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事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びそ

の家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持す

る義務は、契約が終了した後も継続します。 

② 個人情報の使用・提供に関する注意事項について   

       事業者は、前項の規定にかかわらず、利用者および家族の個人情報を以下のために、

必要最小限の範囲内で使用・提供、または収集します。 

③ 個人情報の使用及び提供期間は、サービス提供の契約期間に準じます。 

④ 利用者様の個人情報の利用目的の変更が生じた場合その都度書面にて通知致します。 

 

１２１２１２１２．．．．緊急時緊急時緊急時緊急時、、、、事故発生時事故発生時事故発生時事故発生時のののの対応対応対応対応についてについてについてについて 

サービス提供中にご利用者に病状の急変など緊急の事態や事故が発生した場合、速や

かにご利用者の家族・市町村・主治医等にご連絡するとともに、あらかじめ指定する

連絡先にも連絡し、救急医療あるいは救急入院などの必要な措置を講じます。 

緊急事は24時間対致します。 

 

主

 

治

 

医

 
 

 

病 院 名 

所 在 地 

 

氏  名 

 

電話番号 

 

 

緊急時連絡先 

（ 家 族 等 ） 

氏名（続柄） 

 

住  所 
 

電話番号 
 

 

１３１３１３１３．．．．損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償 

当事業所が利用者に対して行った訪問介護サービス・介護予防訪問介護サービスの提

供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

  但し、当事業所職員が関与しない、あるいは、故意又は過失のない場合の事故等は免責

されます。 
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１４１４１４１４．．．．サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供にににに関関関関するするするする相談相談相談相談・・・・苦情苦情苦情苦情についてについてについてについて    

① ご利用者相談、苦情担当 

    当事業所の居宅介護支援に関するご相談、苦情および居宅サービスに基づいて提供している

各サービスについてのご相談、苦情を承ります。 

 

居宅介護支援事業所 風の舞訪問介護センター 

管理者 立本 香理 

電話番号；0994－36－6000  

受付時間；月曜日～土曜日 8：30～17：30 夜間及び日曜日は電話対応 

鹿屋市保健福祉部 国保介護課 

電話番号；0994－43－2111   （直通 0994－31－1162） 

受付時間；月曜日～金曜日 9：00～17：00 

 垂水市保健福祉課 国保介護課 

電話番号；0994－32－1111    

受付時間；月曜日～金曜日 9：00～17：00 

 錦江町保健福祉課 国保介護課 

電話番号；0994－22－0511    

受付時間；月曜日～金曜日 9：00～17：00 

 南大隅町保健福祉課 国保介護課 

電話番号；0994－24－3111    

受付時間；月曜日～金曜日 9：00～17：00 

 肝付町保健福祉課 国保介護課 

電話番号；0994－65－2511    

受付時間；月曜日～金曜日 9：00～17：00 

 鹿児島県保健福祉部 介護保険課 

電話番号；099－286－2674 

受付時間；月曜日～金曜日 9：00～17：00 

鹿児島県国民健康保険団体連合会（国保連） 

電話番号；099－206－1084 

受付時間；月曜日～金曜日 9：00～17：00 

    

１５１５１５１５．．．．    担当担当担当担当のサービスのサービスのサービスのサービス提供責任者提供責任者提供責任者提供責任者        

あなたを担当するサービス提供責任者は             ですが、やむを得

ない事由で変更する場合は、事前に連絡を致します。 

 

１１１１６６６６．．．．相談相談相談相談・・・・苦情解決苦情解決苦情解決苦情解決のののの体制及体制及体制及体制及びびびび手順手順手順手順 

    苦情又は相談があった場合には、利用者の状況を詳細に把握するよう必要に応じ、状 

 況の聞き取りのための訪問を実施し、事情の確認を行い、苦情に関する問題点を把握 

 した上で検討を行い、再発防止の対策を決めていきます。対応内容に基づき、必要に 

 応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報 

 告を行います。 
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１１１１７７７７．．．．重要事項説明重要事項説明重要事項説明重要事項説明のののの年月日年月日年月日年月日 

 

   この重要事項説明書の説明年月日         年    月    日 

 

   上記内容について、「指定訪問介護サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準（厚労省令第３７号）」第８号の規定に基づき、重要事項の説明を行いました。 

 

事業者事業者事業者事業者 

              所在地    〒893-0055 

                             鹿屋市野里町２４８６番地 

法人名    一般社団法人 波之上会 

事業者名   風 の 舞 介 護 セ ン タ ー 

代表者名   代表理事   波 江 野 満    印 

               

 

              説明者氏名                                印 

 

  上記内容の説明を事業者から確かに受け、訪問介護サービスの提供開始に同意致しました。 

 

 

        利用者利用者利用者利用者      住 所                          

 

                    氏 名                                印 

 

        代理人代理人代理人代理人      住 所                          

  （家族等） 

                    氏 名                                印 


